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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年６月９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年１２月２０日（月） １５時２５分ごろ 

発生場所 広島県呉市下
しも

黒
ぐろ

島の下黒島処分場岸壁付近の護岸 

 大地蔵
おおじぞう

港沖防波堤灯台から真方位２０３°１.３海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°０９.２′ 東経１３２°３９.１′） 

事故調査の経過  平成２２年１２月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 きんえい、１３.６３トン 

 ２８１－７６３２広島、ダイユウ技研土木株式会社 

 １１.９０ｍ（Lr）×３.００ｍ×１.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７７kＷ、昭和５３年２月 

 乗組員等に関する情報 管理事務所長 男性 ５１歳 

  下黒島処分場の施設・設備全般の管理責任者で、本船が係留していた

下黒島処分場岸壁施設も管理していた。海技免許は、受有していない。 

船長 男性 ４２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定  

  免許登録日 平成４年１２月１４日 

  免許証交付日 平成１９年１２月３日 

         （平成２４年１２月１３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷  船底に亀裂、プロペラ及び舵に曲損が生じた。また、亀裂から燃料油約

２０ℓが流出した。 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、広島県呉市呉港仁方区で下黒島処分場

へ出勤する職員十数人を乗せて下黒島に向かい、平成２２年１２月２０日

０７時４０分ごろ、下黒島の西側にある処分場岸壁の北面（以下「本件岸

壁」という｡）に船首を東方に向けて入り船右舷着けし、西方に向いた船尾

部が本件岸壁の角（以下「岸壁端」という｡)から約２.５ｍ沖にはみ出した

状態で係留され、乗船者は全員下船した。 

 船長は、本船の係留状態では風浪の影響を受けやすいので、ふだんから

海上が平穏なときにだけ本件岸壁に係留することにしており、事故当日は

海上が平穏であったことから、いつものように本件岸壁に備付けの係留索

を使用し、船首から２本及び船尾から１本の合計３本の係留索をとって係

留した。 

 本船は、３本の係留索のうち、船首係留索１本（以下「船首索Ａ」とい
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う｡）を船首方向に出してとり、他の船首係留索１本（以下「船首索Ｂ」と

いう｡）を船首からほぼ右正横方向に、船尾係留索（以下「船尾索Ｃ」とい

う｡）を船尾からほぼ右正横方向にそれぞれとっていた。 

 本船は、本件岸壁に係留中、南南西方向から打ち寄せた大波を右舷船尾

部に受けた際、船体が左舷側に移動して船首索Ｂ及び船尾索Ｃが急激に緊

張し、両索が係止されていた本件岸壁側面に埋め込まれていた係止金具

（以下「アイボルト」という｡）が抜けたため、船首索Ａを残して船首索Ｂ

及び船尾索Ｃが外れた。 

 本船は、左舷側に大きく振れ回り、１５時２５分ごろ、大地蔵港沖防波

堤灯台から真方位２０３°１.３Ｍ付近の本件岸壁付近にある護岸に乗り揚

げた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東南東、風速 １.１m/s、気温 １５.５℃ 

海象：波高 約５０cm、潮汐 ほぼ低潮時 

 その他の事項  管理事務所長は、本事故発生時ごろ、波高約２ｍの大波が南南西方から

４～５回、本件岸壁に打ち寄せたのを目撃したが、付近を航行中の船舶を

認めなかった。 

 本船の係留状態は、次のとおりであった。 

 (1) 本件岸壁は、陸側（東方）の水深が浅くなっており、あまり陸側に

近づけないことから、本船の係留時には、船首を陸側に向け、船尾部

が岸壁端からはみ出す状態となっていた。 

 (2) ３本の係留索は、本件岸壁に備付けのもので、本件岸壁の側面に埋

め込まれた３本のアイボルト先端の環に係止されていた。 

 (3) 船首索Ａ（直径約３０㎜、長さ約１２～１３ｍ）は、岸壁端から約

  １８ｍ陸側のアイボルト（以下「アイボルトＡ」という｡）に係止され

ており、本船船首のビットを経て本件岸壁上の鉄柱に係止されてい

た。 

 (4) 船首索Ｂ（直径約１６㎜、長さ約４.２ｍ）は、本件岸壁の西端から

約１１ｍ陸側のアイボルト（以下「アイボルトＢ」という｡）から、本

船船首のビットにとり、船首を横方向に引き付けていた。 

 (5) 船尾側の係留索（直径約３０㎜、長さ約５ｍ）は、本件岸壁の西端

から約０.３ｍ陸側のアイボルト（以下「アイボルトＣ」という｡）か

ら、本船左舷船尾部のビットにとり、船尾を横方向に引き付けてい

た。 

 (6) アイボルトＡ、Ｂ及びＣは、本件岸壁の側面に掘られた深さ約７０

～９０㎜の孔に挿入され、アイボルトが打ち込まれることによって孔

の最奥部でアイボルトの先端が開いて、抜けないようになっていた。 

 (7) アイボルトＢ及びＣに腐食は認められなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

なし 

あり 

 本船は、下黒島西側の本件岸壁において、船首

を東方に向けて船尾部が岸壁端からはみ出した状

態で係留索３本を取って右舷着けで係留中、右舷

船尾部に南南西方からの波を受けた際、船体が左

舷側に移動したことにより係留索が緊張し、係留
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  索を係止していた本件岸壁の側面に埋め込まれて

いたアイボルトＢ及びＣが抜けたことから、船首

索Ａを残して他の係留索２本が外れ、本船が左舷

側に振れ回り、付近の護岸に乗り揚げたものと考

えられる。 

 アイボルトＢ及びＣは、係留索が急激に緊張し

た際、過度な張力が掛かったことにより、抜けた

ものと考えられる。 

 波が発生した原因については、本事故発生当

時、海上が平穏であったことから、船舶の航走波

による可能性があると考えられるが、波が目撃さ

れた頃、事故発生場所付近を航行する船舶が目撃

されていないことから、波の発生原因を明らかに

することはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、下黒島西側の本件岸壁において、船首を東方に向け

て船尾部が岸壁端からはみ出した状態で係留索３本を取って右舷着けで係

留中、右舷船尾部に南南西方からの波を受けた際、係留索を係止していた

アイボルトＢ及びＣが抜けたため、船首索Ａを残して他の係留索２本が外

れ、本船が左舷側に振れ回り、付近の護岸に乗り揚げたことにより発生し

たものと考えられる。 

備考  本事故後、本船の係留索は、本件岸壁上の係船柱（ビット）にとること

にし、また、潮汐等の関係で船尾部が岸壁端からはみ出すことになる場合

には、必要に応じて他の係留場所に係留することにした。 

 




